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　管内の犯罪・交通事故の発生状況、
県警からのお知らせ等が掲載中です。

平成24年度第２回山都警察署協議会の開催平成24年度第２回山都警察署協議会の開催

年末・年始の犯罪や交通事故を防止しましょう年末・年始の犯罪や交通事故を防止しましょう

　11 月 16 日（金）、山都警察署において本年度２回目の署協議会を開
催しました。

　今回は、管内の５つの駐在所に勤務
する警察官から、各管内の犯罪・交通
事故の発生状況や業務の取組みについ
て説明を受けました。
　また、協議会終了後は実際に駐在所を訪問し、施設の見学や駐在所夫
人との意見交換を行いました。初めて見聞きする駐在所の業務に質問は
尽きず、予定時間を大幅に延長するなど、有意義なものとなりました。

　年末年始は次のことが懸念されます。
　　● 金融機関・コンビニなどを狙った強盗事件
　　● 繁忙期に乗じての空き巣・忍込み等の侵入犯罪
　　◆ 飲酒の機会が増えて飲酒運転による重大な事故の発生
　　◆ 凍結道路でのスリップ事故の発生

　このため、警察では、年末年始における警戒活動を強化するとと
もに、関係機関や防犯・交通ボランティアなどの皆さんたちと協力
して各種犯罪・交通事故の未然防止に取り組みます。
　皆さんもご家庭や職場で、犯罪や事故の当事者とならないようお
互いに注意し合うなど、ご協力をお願いします。

主なお酒の適量の目安主なお酒の適量の目安 　年末年始は、お酒に接する機会が多くなる時期で
す。お酒のアルコールについて知り、適量を守って、
上手につきあいましょう。
　アルコールの１日当たりの適正な量は、個人差も
ありますが、おおむね純アルコール量で20ｇと言わ
れています。

お酒は適量を !お酒は適量を !
　体の中に入ったアルコールは大部分が肝臓で分解
されます。肝臓は、純アルコール量 2 0ｇであれば３
～４時間で処理できます。ただし個人差があり、お
酒に弱い人、女性や高齢者はもっと時間がかかりま
す。また、分解処理は１日6 0ｇが限界と言われてい
ます。長時間の飲酒や多量の飲酒は、肝臓に長時間
負担を与えるだけでなく、アルコール分解が追いつ
かず体内に残ってしまうため、二日酔いの原因にな
ります。きりなく長い飲み続けは控えましょう。

保健センターだよりvol.18

犯罪・交通事故発生状況（管内）
事件・事故 24年（1～10月末）
刑法犯 33件 （31件）

人身交通事故 29件 （33件）
※（）内は昨年同時期の発生件数

■控除額の計算式
年間の支払保険料 控　除　額

12,000 円以下 支払保険料の金額
12,000 円超 32,000 円以下 支払保険料×１／２＋　６,０００円
32,000 円超 56,000 円以下 支払保険料×１／４＋１４,０００円
56,000 円超 28,000 円（上限）

純アルコール量20gはこれくらいです。

■控除額の計算式
年間の支払い保険料など 控　除　額
15,000 円以下 支払保険料の金額
15,000 円超 40,000 円以下 支払保険料×１／２＋　７,５００円
40,000 円超 70,000 円以下 支払保険料×１／４＋１７,５００円
70,000 円超 35,000 円（上限）
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2杯
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ウイスキーシングル
2杯

（70ml）
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（１）平成24年1月1日以後に締結した保険契約などの場合
　　　①介護医療保険料控除　控除額（上限）２８，０００円
　　　②一般生命保険料控除　控除額（上限）２８，０００円
　　　③個人年金保険料控除　控除額（上限）２８，０００円
　　　　※①＋②＋③の控除額上限は７０，０００円

（２）平成23年12月31日以前に締結した保険契約などの場合
　　　①一般生命保険料控除　控除額（上限）３５，０００円
　　　②個人年金保険料控除　控除額（上限）３５，０００円
　　　　※①＋②の控除額上限は７０，０００円

（３）（１）・（２）の双方の保険契約にかかる控除がある場合
　控除額は（１）と（２）のそれぞれの計算式で求めた合計額
　※各控除の上限は２８，０００円で、合計額の上限は７０，０００円
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